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船舶事故調査報告書 

 

                              令和２年５月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成３０年１２月２７日 １９時４０分ごろ 

発生場所 愛媛県宇和島市由良
ゆ ら の

岬
はな

南東方沖 

由良岬灯台から真方位１４０°３.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°５８.４′ 東経１３２°２５.７′） 

事故の概要  漁船第三十三長栄
ちょうえい

丸は、北西進中、大波を受けて浸水し、沈没し

た。 

事故調査の経過  平成３１年１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十三長栄丸、１９トン 

 ＥＨ２－８２６４（漁船登録番号）、長栄水産有限会社 

 ２０.１０ｍ（Lr）×３.９５ｍ×１.９５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７３６kＷ（動力漁船登録票による）、平成５年１

１月２７日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１２年４月１７日 

  免許証交付日 平成２９年５月２９日 

         （令和４年５月２８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ７、視界 良好 

海象：波高 約２.５ｍ 

宇和島市及び愛媛県愛南
あいなん

町には、平成３０年１２月２６日２０時３

３分に強風及び波浪注意報が発表され、本事故当時も継続中であっ

た。 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、高知県宿毛市宿毛漁港ではまち
．．．

約１,０００匹を水揚げした後、平成３０年１２月２７日１８時００

分ごろはまち
．．．

を積載する目的で宇和島市宇和島港に向け出港した。 

 本船は、船長が単独で操船にあたり、愛南町鹿島
か し ま

を過ぎて､由良岬

に向けて約８ノットの対地速力で北西進しているとき、船首左舷側か
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ら大波を受け、甲板上に打ち込んだ海水が滞留して右舷側に傾斜した

まま戻らなくなった。 

 船長は、甲板の様子を見ようと前部甲板に降りて電気をつけようと

したが、電気が点かなかったので、危険を感じて１１８番で通報して

海上保安庁に救助要請を行った。 

 本船は、甲板上に滞留した海水が機関室に流入して船内電源を喪失

した。 

本船は、船内への浸水が進んで船体傾斜が増大したので、乗組員３

人が救命筏に乗り移り、その後、船首部から沈み始めた。 

乗組員３人は、２２時５０分ごろ巡視船により救命筏が発見されて

２３時４５分ごろ巡視船に救助され、翌２８日００時２０分ごろ愛南

町久
ひさ

良
よし

漁港から病院に救急搬送された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 一般配置図、写真１ 本船

（右舷正横から見る）、写真２ 本船（右舷船首方から見る） 参

照） 

 その他の事項  本船は、本事故当時、１番魚倉から４番魚倉までの全てに､海水を

満載しており、積載していた海水は合計約７０ｔであった。 

本船の喫水は、船首約１.９ｍ、船尾約２.４ｍであり、乾舷が約４

０cmであった。 

本船の排水口は、上甲板下約２０cm のところにあり、本事故時、

船首左舷側から風浪を受けて、右舷側の排水口が海面に没する状況で

あった。 

船長は、全ての魚倉から海水を抜いたら、重心が上がって航行でき

ないが、この時は、１番魚倉と２番魚倉、又は３番魚倉と４番魚倉の

海水を抜いていれば良かったと本事故後に思った。 

船長は、２８日の朝、宇和島港ではまち
．．．

の積込みを予定しており、

また、以前、全ての魚倉に海水を満載した状態で、今回よりももっと

時化
し け

ていたときに航行した経験があったので、どうにか航行できると

思い、魚倉の海水を抜かなかった。 

船長は、機関室を換気する目的で、機関室の扉を開放していた。 

「操船通論」（本田啓之輔著、平成２０年株式会社成山堂書店発

行）によれば、次のとおりである。 

動揺の少ない針路の選定として、横揺れは斜め追い波に同調しやす

く、縦揺れは追い波において激しくなるから、両方の揺れをうまく抑

える針路としては、風力６～７までは一般に風浪を斜め船首２～３点

から風浪を受けるのが良いとされている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

なし 

あり 
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 判明した事項の解析 本船は、強風及び波浪注意報が発表されている状況下、全ての魚倉

に海水を満載して右舷側の排水口が海面に没した状態で風上に向けて

航行を続けたことから、船首左舷側から大波を受け、甲板上に打ち込

んだ海水が滞留して右舷側に傾斜し、滞留した海水が開放された扉か

ら機関室に流入して船内電源を喪失し、更に海水の流入が続いて船首

部から沈没したものと考えられる。 

本船は、船首左舷側から大波を受けた際、右舷側の排水口が海面に

没した状態となったことから、甲板上に打ち込んだ海水が滞留して右

舷側に傾斜した可能性が考えられる。 

船長は、以前、全ての魚倉に海水を満載した状態で、今回よりもも

っと時化ていたときに航行した経験があったことから、どうにか航行

できると思い、魚倉の海水を抜かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、強風及び波浪注意報が発表されている状況下、

全ての魚倉に海水を満載して右舷側の排水口が海面に没した状態で風

上に向けて航行を続けたため、船首左舷側から大波を受け、甲板上に

打ち込んだ海水が滞留して右舷側に傾斜し、滞留した海水が開放され

た扉から機関室に流入して船内電源を喪失し、更に海水の流入が続い

て船首部から沈没したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・気象及び海象の悪化が予想される場合、甲板上に海水が打ち込ん

で滞留することのないよう、全魚倉のうち数個の魚倉は海水を抜

いて乾舷を高くし、排水口が海面下とならないようにすること。 

 ・荒天時には、風浪を船首側約２０度～約３０度に受ける針路と

し、できる限り船速を減じること。 

 ・荒天時は、開口部を閉鎖すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

事故発生場所 

（平成２９年１２月１６日 

１１時４５分ごろ発生） 

由良岬灯台 

事故発生場所 

（平成３０年１２月２７日 

 １９時４０分ごろ発生） 
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                  付図２ 一般配置図 
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             写真１ 本船（右舷正横から見る） 

 

 
 

 

              写真２ 本船（右舷船首方から見る） 

 


